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はじめに
福祉サービス利用者の権利を擁護し、サービ
スの質の向上への取り組みとして、苦情解決の
仕組みがある。この苦情解決の仕組みが円滑に
機能することを目指し、2000（平成12）年に厚
生労働省から通知「社会福祉事業の経営者によ
る福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指
針について」（以下、指針）が発出され、「苦情
解決責任者」（苦情解決の責任主体であり、施設
長や理事長）、「苦情受付担当者」（苦情の受付や

内容の確認、苦情解決責任者や第三者委員へ報
告を行う職員）、「第三者委員」（中立・公正な立
場から、苦情解決を図る第三者）を設置するこ
とが明記された。その他、社会福祉法83条に
は、それぞれの社会福祉事業（以下、施設・事
業所）で解決困難な苦情について、中立・公正
な立場から事情調査や助言及びあっせん等を行
い、苦情解決を図る機関として、運営適正化委
員会の設置が規定されている。これらを受け
て、現在、施設・事業所においては、指針に基
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づいた苦情解決の仕組みがとられ、より公正で
客観的な視点から苦情に適切な対応が取れるよ
う整備されている。体制上は整備された苦情解
決の仕組みであるが、真に利用者の苦情解決や
不満に対する適切な対応となっているのであろ
うか。また、職員の権利擁護やサービスの質の
向上に向けた意識に結びついたといえるのであ
ろうか。
各都道府県の運営適正化委員会に対し、全国
社会福祉協議会が毎年行っている調査報告書1）

によると、苦情受付件数は2000年（平成12年）
以降、ほとんどの年で増加しており、2018（平
成30）年度には 4 ,301件1）となっている。苦情
受付件数の増加は、単純に福祉サービスを利用
する人が増えたことにより母数が増加したこと
によるものとも考えられる。しかし、運営適正
化委員会は「ある程度中立的立場において利用
者と事業者の紛争を解決するということを最も
重視している」2）という特性を持つ組織である
とされている。このことから考えると、各施
設・事業所内で適切に解決できなかった苦情が
増加し、その結果として、運営適正化委員会に
申し出される苦情が増加したとも推測できる。
それをうかがわせることとして、上記指針は、
2017（平成29年）3 月に改正されている。改正
された指針では、「福祉サービスの充実に伴い、
運営適正化委員会に寄せられる苦情内容が多様
化、複雑化してきている。」とし、「自ら提供す
るサービスから生じた苦情について、自ら適切
な対応を行うことは、社会福祉事業の経営者の
重要な責務である。」3）という内容が追加されて
いる。つまり、この内容は、各事業所へ苦情対
応の強化を促していると考えられる。それ故、
苦情に対する施設・事業所の取り組みが、「サー
ビス利用者の権利を擁護し、サービスに対する
満足度やサービス提供者の信頼度を確保・向上
させる」4）取り組みとなりえているのかを改め
て検証する必要があることを示唆している。
福祉サービス利用者の苦情に関する研究はこ
れまでも行われているが、利用者家族や施設職
員・第三者委員等を対象としているもので、
サービスを利用している当事者を対象としたも
のは多くない。しかし、苦情に対する取り組み
は、利用者にとって申し出・利用しやすく、納

得のいくものでなければ十分に機能しない。そ
のため、どのような点に課題があるのかについ
ては、利用者の視点から検討することが重要で
ある。また、近年、苦情解決体制が施設のシス
テム上整備されたことに伴ってか、苦情に関す
る研究報告もあまり行われていない。
そこで、本研究では、苦情解決体制が取り入
れられて一定の期間が経過した現在、利用者に
とって各施設・事業所が苦情や不満を申し出・
表出しやすい環境となりえたのか、また苦情や
不満を解決する現在の体制や取り組みの課題を
明らかにすることを目的としたい。
なお、本研究では、苦情解決制度に規定され
ている苦情の申し立てだけでなく、苦情の申し
立てはしていないが日々の生活の中で感じてい
る苦情や不満に対する対応も対象として調査を
行った。それは、「不満が生じた段階での事業所
側の対応が、その後の苦情申し立てに向けての
行動を左右する」5）ことから、日々の生活で感
じた不満の表出と苦情の申し出は別のものと捉
えるのではなく、不満の積み重ねが苦情になる
というように、つながりとして捉えたためであ
る。そのため、本研究で用いる「苦情」とは苦
情解決制度に規定されている苦情の申し立てを
行ったものとし、「不満」は苦情の申し立てはし
ていないが、日々の生活の中で感じる苦情と定
義したい。（インタビュー内容の当事者の語り
の部分を除く）。

研究方法
１、調査対象者
本調査は、障害者支援施設の中でも、旧身体
障害者療護施設で苦情解決の仕組みが整備さ
れ、第三者委員が定期的に訪問および苦情解決
のシステムに介入している施設を対象施設とし
た。また、対象者は対象施設居住者の中で、認
知・知的機能に障害がなく、口語によるコミュ
ニケーションが可能な方とした。

２、データの収集方法および調査期間
A県およびB県内の 5 施設に調査を依頼し、
承諾を得た 3 施設 8 名の居住者に半構造化面
接におけるインタビュー調査を行った。調査期
間は2019年 9 月～ 11月まである。対象者の年
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齢は50歳代が 2 名、60歳代が 4 名、70歳代が
2 名、性別は男性が 6 名、女性が２名である。
インタビューは25分から 1 時間40分と幅広
く、総時間数は 7 時間33分であった。当該施設
での居住年数も 4 年から30年と幅広く、平均
居住年数は14.5年であった。インタビュー内容
は調査対象者の許可を得て、ICレコーダーを用
いて録音し、逐語録を作成した。
インタビュー調査の主な質問項目としては、
施設の苦情解決体制について（苦情解決体制に
ついての施設からの説明の有無、苦情解決担当
者や第三者委員に対する認識や相談の有無、苦
情や不満を感じた際の相談先）、苦情や不満を
申し出る環境について（苦情や不満の申し出の
経験の有無、苦情や不満、要望を申し出やすい
環境かどうかとその理由、苦情や不満が申し出
やすい環境に必要なこと）、その他（自由回答）
である。

３、倫理的配慮
調査の実施にあたり、調査対象者には調査の
目的と調査方法、データの処理方法や管理方法
について書面を用いて説明した。特に、調査の
内容が、施設や施設職員の苦情や不満に関する
ことであり、精神的負担やインタビュー内容が
洩れることへの不安が大きいことが予測された
ことから、情報の管理・保管および分析方法に
は細心の注意を払うこと、個人や入居施設が特
定されないように分析することに対しては、特
に丁寧な説明を心がけた。また、研究終了後に
はデータは破棄すること、インタビュー実施後
であっても、調査の辞退は可能であり、その際
は得られた一切のデータをすべて消去すること
を説明し、同意を得た。なお、本調査は、東洋
大学の「人を対象とした研究等倫理審査」の承
認を得ている。

４、分析方法
逐語録で得られたデータを定性的コーディン
グの手法を参考にして分析を行った。定性的
コーディングについて、佐藤は『社会生活の現
場で使われている様々な言葉を少しずつ「学問
の言葉」ないし「理論の言葉」として概念カテ
ゴリーに置き換えていくことになる。』『「現場

の言葉」の一つ一つの意味を理解し、また、原
文の意味や文脈を理解したうえで、それを理論
の言葉に置き換えていき、さらに、いくつかの
基本的なテーマを浮き彫りにしていくうえで重
要な道しるべを提供している』6）と述べている。
今回、インタビューで得られた居住者から苦情
に対する現場の言葉を理論の言葉に置き換え、
苦情解決体制や苦情・不満の表出に関する課題
の構造を明らかにする手法として適切であると
判断した。具体的には、録音データを逐語録化
し、逐語録データから苦情に関する語りを抽出
（セグメント化）、内容を要約した小見出しを付
ける（オープンコーディング）を行った。そし
て、オープンコーディングをより抽象的なコー
ドへ割り当て（焦点的コーディング）を行い、
さらに、共通のテーマを含むと考えられるコー
ドを相互に比較しながら、概念カテゴリーの生
成を行った。その後、生成した概念カテゴリー
を中心に概念モデルの構築を行った。

結果
施設内における苦情解決体制や苦情・不満の
表出に関する語りから、65のオープンコーディ
ング、29の焦点化コーディング、16の概念カテ
ゴリーが生成された。また、16の概念カテゴ
リーを施設における苦情・不満の表出に作用す
る要因として、4 つの要因に整理した。（表１）
以下、 4 つの要因ごとに説明していく。なお、
概念カテゴリーは【　】、焦点化コーディングは
『　』、個々の語りのデータは「　」で示す。

１、 苦情や不満の表出しづらさを生み出す環境
要因
苦情や不満の表出しづらさを生み出す環境要
因は、【説明・報告不足による体制の認識の低
さ】【自治会機能の形骸化】【苦情や不満の表出
を阻害する職員の姿勢】【職員教育体制の弱体
化】【補完的役割としての居住者同士の代弁機
能】の 5 つの概念カテゴリーから構成された。
（1）【説明・報告不足による体制の認識の低
さ】は、『苦情解決体制についての説明不
足』の 1 つのコードから生成された。『苦
情解決体制についての説明不足』では、「体
制について説明あったかもしれないけど、
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表１　苦情・不満の表出に係る要因   
オープンコーディング 焦点的コーディング 概念カテゴリー

苦情解決制度の説明が十分理解されていない（F）（G）（E）
苦情解決体制についての…

説明不足
説明・報告不足による…
体制の認識度の低さ

苦情や不満の表
出しづらさを生
み出す環境要因

入所時説明だけでは、不十分な制度説明（C）（B）
苦情解決体制を居住者が自分で勉強する（A）
第三者委員との連絡手段が分からない（D）
高齢化・重度化による自治会機能維持の難しさ（C）（G）（E） 自治会機能の形骸化

自治会機能の形骸化自治会運営の継続を望む施設（G）（E）
声をあげられる居住者の減少（G）（E） 居住者からの苦情や不満の

表出の機会の減少
苦情を受けての職員の対応の改善のなさ（F）（G）（D）（E） 苦情を受けとめ活かそうと

する意識がない

苦情や不満の表出を…
阻害する職員の姿勢

職員に苦情を聞こうとする姿勢が見られない（A）（F）（G）（D）（E）
高圧的な職員の態度（F）（G）（D）（E） 個人の尊厳が感じられない

職員の態度自分で苦情表出できない居住者への職員の高圧的な対応（G）（E）
不満の表出を抑圧する職員の言動（A）（F）（E）（B）
介護してあげているという意識（F）

対等な関係構築に向けた意
識の欠如

自分のこととして捉える意識の欠落（G）（E）
職員の障害特性に対する理解がない（F）（G）
相談内容が居住者の意に反して情報の伝達される（B）
施設職員のサラリーマン化（F）

施設職員の…
サラリーマン化

職員個々のサービス提供の質の格差（E）（D）（H）
苦情への対応が申し出る居住者によって違う（G）（E）
専門職としての責任感のなさ（G）（E）
ベテラン職員の教育機能の欠如による職員の質の低下（G）（E）

職員教育体制の弱体化 職員教育体制の弱体化職員の相互管理体制の不備（E）
職員間の連絡体制の未発達（D）（G）
職員に伝わらなければ管理職の対応力に頼る（C）（G）（D）（H）
居住者から居住者への相談（G）（B） 補完的役割としての居住者

同士の代弁機能
補完的役割としての…
居住者同士の代弁機能居住者同士の代弁機能に頼るしかない（D）（G）

制度が整うだけでは苦情は出てこない（F）（H）
苦情解決体制の形骸化

苦情解決体制への不信感

環境要因が引き
起こす居住者の
あきらめと葛藤

苦情への対応のマンネリ化（E）
苦情解決体制整備は施設外向けのイメージアップの手段（E）
第三者委員は気軽に話せる存在と認識していない人がいる（E）（G）第三者委員の役割理解の不浸透による抵抗感
苦情を言っても改善されない（F）（G）（E） 言っても仕方ないという意

識が形成される 苦情や不満を表出する
意欲の低下

居住者は介護してもらっている弱い立場（F）（E）
申し出た要望や苦情への対応結果が報告がない（F）（E） 対応結果報告の不足
本当は言いたいことがあっても我慢している（A）（F）（D）（G） 苦情や不満、…

要望の表出を我慢
施設の都合を優先した規則の設定（H） 規則ありきの生活への慣れ 規則ありきの生活への慣れ施設は規則ある生活が当たり前と思い込んでいる居住者（H）
職員多忙により苦情の表出の我慢している（A）（D）（B）

多忙な職員への配慮

苦情や不満の表出の…
ためらいにつながる葛藤

職員の状況に合わせて要望の表出を躊躇している（E）（D）（H）
職員に苦情を聞き入れてもらうための居住者の工夫（G）
職員の多忙さへの理解（A）（B）（D）（H）

職員の多忙さの理解人手不足のため、一人の利用者にばかり時間が掛けられない職員
（B）（H）（D）
自分で苦情表出できない居住者の対応の難しさ（G）（E）（D）（H）
相談・報告を要求されることの戸惑い（B） 相談・報告に対する…職員が相談相手や内容に介入する（B）
苦情を申し出ることで職員から何か言われるかもしれないという
不安（F）（E）（B） 職員との関係悪化に対する

不安
苦情や不満の表出の…

ためらいにつながる不安苦情を言う居住者は嫌われるという意識（G）（E）
苦情を申し出ることで職員が辞めるかもしれないという不安…
（G）（E）
自分で苦情表出できない居住者にこそ丁寧なかかわりをしてほし
い（G）（D）（H） 本人の意思や希望を汲んだ丁寧な対応 苦情や不満の表

出のしやすさに
繋がるかかわり
への希望や要望居住者の立場に立ったかかわりへの期待（A）（F）（G）（D）（E） 居住者の立場に立った対応

苦情解決体制について理解できている（H）（C） 適切な苦情解決体制の…
周知・説明

苦情解決体制や機能の理解
を促すための取り組み

苦情や不満の表
出しやすさを生
み出す環境要因

申し出た要望や苦情への対応結果が報告される（A）（C）（H） 対応結果報告の実施
第三者委員は苦情を話す外部の機関として必要（C）（E）（G）（D）

第三者委員の役割理解と…
関係形成がなされている

第三者委員の機能を信頼している（H）（D）（B）
第三者委員と話す機会が多い（A）
第三者委員の周知と利用の促し（H）
受けた苦情への対応結果が第三者委員より報告される（A）（B）
（H）（D） 第三者委員を制度運営に…

定期的に介入している自治会と第三者委員との定期的な会議が苦情を表出する機会（B）
（D）（H）
遠慮なく思いを話せる家族がいる（H） 遠慮なく思いを話せる人が必要遠慮なく思いをを話せる誰かが必要（H）
自治会と施設の定期的な会議の開催（C）（G）（D）（H） 自治会を居住者組織として認識・…

機能するための仕組みづくり自治会の会議は居住者のみで意見が出やすい場（A）（G）（D）（H）
第三者委員の人選に自治会の意思が反映されている（H）
職員相互のチェック・教育体制ができている（H） 職員の相互管理・教育体制

の整備されている 教育体制の中で育つ…
専門職としてのプロ意識専門職としての矜持が感じられる（H）（E） 専門職としての誇りが…

感じられる職員に苦情を聞こうとする姿勢が見られる（A）（H）
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そこまでは知らない。」「苦情解決体制につ
いて、自分で勉強した。」など、居住者が体
制について十分に説明されていないと感じ
ていた。

（2）【自治会機能の形骸化】は、『自治会機能
の形骸化』『居住者からの苦情や不満の表
出の機会の減少』の 2 つのコードから生成
された。『自治会機能の形骸化』では、自治
会の運営については「施設長さんは自治会
は残してほしい」と言うものの、「年だから
ね、やっぱり大変なんですよ」「できる能力
のある人がいない状況」であった。『居住者
からの苦情や不満の表出の機会の減少』で
は、「（啓蒙活動をやっていた人が）亡く
なってしまってから、もういない」「なかな
かものをはっきり言える人が少なくなって
きちゃった」状況であった。

（3）【苦情や不満の表出を阻害する職員の姿
勢】は、『苦情を受け止め、活かそうとする
意識がない』『個人の尊厳が感じられない
職員の態度』『対等な関係構築に向けた意
識の欠如』『施設職員のサラリーマン化』の
４つのコードから生成された。『苦情を受
け止め、活かそうとする意識がない』では、
「こちらが話しているのに話を最後まで聞
いていなかったり」、苦情を挙げても「直る
職員もいますし、直らない職員もいますけ
どね」。と苦情や不満を表出した際の職員
の姿勢に不満を感じていた。『個人の尊厳
が感じられない職員の態度』では、「知的
（障害）の入っている人に対してはちょっ
と乱暴な言葉で話される」、「ちょっとそう
いう言い方はないんじゃないかな」という
ように、職員の対応に「上から目線」な部
分を感じていた。『対等な関係構築に向け
た意識の欠如』では、「重度障害の方も、本
人は一生懸命やっているわけですよ。ただ
身体がうまく動かない」ことを職員が理解
できないのは、「介護する方とされる方の
違い」で「居住者の立場になってものを考
えてくれる人っていうのは、少ない」こと
から生まれていると感じている。『施設職
員のサラリーマン化』では、職員の「結局、
職員のサラリーマン化」が進み、居住者は

職員が「効率的に物事を運びたがってい
る」ように感じている。『専門職としての責
任感のなさ』では、「居住者の担当一人ひと
り持ってるわけだから、その人をよく面倒
見てほしい」し、「まあ大変といえば大変な
仕事なんだろうけれども」と理解をしつつ
も、「もうちょっと責任ある行動をとって
もらいたいなと。そう思う時がある。」と感
じている。

（4）【職員教育体制の弱体化】は、『職員教育
体制の弱体化』の 1 つのコードから生成さ
れた。『職員教育体制の弱体化』では、
「リーダーは細かいところまで見ないとい
けないんだけど、それができていない」た
めに「新しく入った人もだんだんそうなっ
てしまう」。対応が「あまりにもひどい場合
は本人が気づかないのであれば誰かが注意
してあげないと」いけないが、それもでき
ず、「職員の質も落ちてきている」と感じて
いる。

（5）【補完的役割としての居住者同士の代弁
機能】は、『補完的役割としての居住者同士
の代弁機能』の 1 つのコードから生成され
た。『補完的役割としての居住者同士の代
弁機能』では、苦情や不満の表出が「でき
ない人もいますから。しゃべれない人もい
るしね。それを私の方へ言ってくるわけで
すよ。」「ある人（職員）からこういうふう
に言われましたということを言ったり、直
して欲しいとかね。」という相談を居住者
が居住者から受けていた。相談を受けた居
住者も「何か困ったことがあったら、言っ
てくれと。私が言いますから」というよう
に、居住者同士の相互関係の中での苦情や
不満の代弁に頼るしかなく、苦情や不満を
受け止めるという職員の役割を居住者が補
完している状況がある。

２、 環境要因が引き起こす居住者のあきらめと
葛藤
環境要因が引き起こす居住者のあきらめと葛
藤は、【苦情解決体制への不信感】【苦情や不満
を表出する意欲の低下】【規則生活ありきの生
活への慣れ】【苦情や不満の表出のためらいに
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つながる葛藤】【苦情や不満の表出のためらい
につながる不安】の 5 つの概念カテゴリーから
構成される。
（1）【苦情解決体制への不信感】は、『苦情解
決体制の形骸化』『第三者委員の役割理解
の不浸透による抵抗感』の 2 つのコードか
ら生成された。『苦情解決体制の形骸化』で
は、施設としては「うちは相談員をおいて
ちゃんとやってますよ、と」しているが、
苦情への対応は「マンネリ化しているか
ら、（それが）この施設の欠点」であり、苦
情が出ないのは「言い出せない何かだと思
う」という意識が施設にみられない。『第三
者委員の役割理解の不浸透による抵抗感』
では、「第三者委員ってどういう人かと
かって思う人なんか、そういうことも分か
らない人もいる」し、第三者委員は居住者
から聞いたことすべて施設に伝えると感じ
ており、「ちょっとまずいことは言えない
なあと」いう思いから、「苦情を相談しよう
としても、やっぱり構えちゃうんじゃない
かな」と、第三者委員は気軽に話せる存在
ではないという認識を持つ居住者も居る。

（2）【苦情や不満を表出する意欲の低下】は、
『言っても仕方ないという意識が形成され
る』『対応結果報告の不足』『苦情や不満、
要望の表出を我慢』の 3 つのコードから生
成された。『言っても仕方ないという意識
が形成される』では、相談しても「それが
100％解決するとは限らないって分かっ
た」という経験から、「言っても直らないん
だから、言うこともないだろう」「言っても
やってくれないからというようなね、
ちょっと諦めの方もいる」し、「確かにしょ
うがない。やってもらってるから。」という
思いも生まれる。『苦情対応結果報告の不
足』では、「この話はまた経過を見ながら連
絡しますよくらいなことを言ってくれても
いいようなもんだけど。」「明確な答えが
返ってくるわけでもないし、期待できない
しね。」など、苦情への対応結果が返ってこ
ないことへの不満やあきらめを感じてい
た。『苦情や不満、要望の表出を我慢』で
は、「思っていても言えない人はいますか

らね」「ストレスが溜まっているような人
もね、いるんじゃないかと」。本当に言いた
いことは「我慢している」、「我慢するしか
ない」という思いをもって生活している居
住者がいる。

（3）【規則生活ありきの生活への慣れ】は、
『規則生活ありきの生活への慣れ』の 1 つ
のコードで生成された。門限や制限のない
生活に対し、「どちらかというと、施設とし
てはそういうのを許さない方が、事故が起
こる可能性が低い」から、制限を設けてい
るが、「意外とそういうの（制限のない生
活）が可能なんだということを、利用者が
知らない」ため、制限のある生活が当たり
前と思い込んでいる。

（4）【苦情や不満の表出のためらいにつなが
る葛藤】は、『多忙な職員への配慮』『職員
の多忙さの理解』『相談・報告に対する職員
の過干渉』の 3 つのコードから生成され
た。『多忙な職員への配慮』では、「職員が
忙しそう」で「なかなかその時間が取れな
かったりとかそういうことがあったりす
る」ので、「手が空いた時にお願いしますっ
て、言ったりします」「いろいろと胸にし
まって、その判断を言うべきか言わないべ
きか考えていますよ。一晩考えますよ、私
は。そのうえで言うようにしています。」と
いう配慮をしている。『職員の多忙さの理
解』では、「やっぱり慢性的な職員不足みた
いなものがありまして」「職員、仕事が多い
と思うんでね」、「中には言葉の出ない人も
いるし」「説明するのに時間が掛かったり
する場合があるので、職員もそこまでなか
なか丁寧に聞いてあげるってことが難しい
と思うんです」。と、職員の多忙さへの理解
が含まれている。『相談・報告に対する職員
の過干渉』では、「それこそ何気ない会話の
中で、つい、ぽろっと言う場合があったり
する」が、「この人にはいいけど、この人に
は話さないでって難しい。」そういうこと
を言われると、「これは、話していいことな
の？ダメなことなの？って言うのが、悩
み。」という感情が生まれている。

（5）【苦情や不満の表出のためらいにつなが
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る不安】は、『職員との関係悪化に対する不
安』の１つのコードから生成された。『職
員との関係悪化に対する不安』では、苦情
や不満を申し出ると「私はもう嫌われてい
ると思います」「相談に行ったって、たぶん
なんか悪口言ってんだろう」と職員に思わ
れるという不安があり、「やはり後のこと
を考えると言い辛い」という思いがある。
また、「言えばその本人に（その話が）行っ
て、辞めちゃうかもしれない」「頭ごなしに
そういう注意して辞められちゃうとえらい
損失」というように、苦情や不満の表出が
職員の退職とのつながるかもしれないこと
への不安もある。

３、 苦情や不満の表出のしやすさに繋がるかか
わりへの希望や要望
苦情や不満の表出のしやすさに繋がるかかわ
りへの希望や要望は、【本人の意思や希望を汲
んだ丁寧な対応】【居住者の立場に立った対応】
の 2 つの概念カテゴリーから構成される。
（1）【本人の意思や希望を汲んだ丁寧な対応】
は『本人の意思や希望を汲んだ丁寧な対
応』の 1 つのコードで生成された。『本人
の意思や希望を汲んだ丁寧な対応』では、
知的障害や高齢、重度障害のためになかな
か意思や思いの確認が難しい方に対しても
「丁寧に聴いてあげるって言うのが大切か
もしれない」し、丁寧に聴くことによって
「こういうことに不満があるんだとか、そ
ういうのを聞き出せる場合がある」ので、
「もうちょっと気を配ってやってくれない
かと」思っている。

（2）【居住者の立場に立った対応】では、『居
住者の立場に立った対応』の 1 つのコード
で生成された。『居住者の立場に立った対
応』では、職員にしてほしいこととして
「自分がもし障害者であったらと考えて」
「もし身内にいたら」と考えて、「運営側も
職員も利用者も同じ人間なんだから」、「そ
ういう人たちのために何ができるのか、何
をしてあげたらいいのかっていうのを考え
てあげるって言うのは、やはり大事だと思
うんですよね。」という思いがある。

４、 苦情や不満の表出しやすさを生み出す環境
要因
苦情や不満の表出しやすさを生み出す環境要
因は、【苦情解決体制や機能の理解を促すため
の取り組み】【遠慮なく話せる人が必要】【自治
会を居住者組織として認識・機能するための仕
組みづくり】【職員の相互管理・教育体制の中で
育つ専門職としてのプロ意識】の４つの概念
カテゴリーから構成される。
（1）【苦情解決体制や機能の理解を促すため
の取り組み】は『適切な苦情解決体制の周
知・説明』『対応結果報告の実施』『第三者
委員の役割理解と関係形成がなされてい
る』『第三者委員が制度運営に定期的に介
入している』の 4 つのコードで生成され
た。『適切な苦情解決体制の周知・説明』で
は、苦情解決体制については、「入所すると
きに契約を結ぶ段階で、そういう体制があ
るよという事は、契約する段階で、説明を
受けた上で決めてます」し、「仕組みとして
はそういうのがきちっとできてます」と体
制の説明がなされている。『対応結果報告
の実施』では、申し出た要望や苦情につい
て「返答もあります」し、「機関紙に載って
る」こともある。このように相談に対する
報告があると申し出てみようという考えに
つながる。『第三者委員の役割理解と関係
形成がなされている』では、第三者委員に
関する「張り紙がいつもエレベーターとこ
ろに貼ってある」ため、「いつも話を聞いて
もらっている」。「第三者委員の人たちが施
設の職員にきちんと話してくれていると思
います」ので、不満やニーズを話す相手は
「職員さん以外だと、第三者委員」、「外部か
らの第三者委員というのも必要かな」と捉
えている。『第三者委員が制度運営に定期
的に介入している』では、第三者委員と施
設が話し合った結果報告が「必ずありま
す」や居住者から受けた相談に対する第三
者委員からの報告の場が「月に 1 回ある」、
「自治会の方と第三者委員の方がお話され
る」「第三者委員との定期会議がしっかり
している」ため、第三者委員が苦情の受付
から報告といった苦情解決体制の流れに介
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入する体制がとられている。
（2）【遠慮なく思いを話せる人が必要】は、
『遠慮なく思いを話せる家族がいる』『遠慮
なく思いを話せる誰かが必要』の２つの
コードで生成された。『遠慮なく思いを話
せる家族がいる』では、施設の近くに親族
等がいる場合は、「そっち（親族）に相談で
きる」し「何か必要なことがあれば、そっ
ち（家族）で解決しちゃうこともある」と
いう状況がある。しかし、『遠慮なく思いが
話せる誰かが必要』では、「天涯孤独の方
や、家族が地方にいらしてめったにいらっ
しゃらない方の苦情や要望が、どこまで
通っているのか」という思いから、様々な
ことを遠慮なく話せる人が必要であると考
えている。

（3）【自治会を居住者組織として認識・機能
するための仕組みづくり】は『自治会を居
住者組織として認識・機能するための仕組
みづくり』の 1 つのコードで生成された。
『自治会を居住者組織として認識・機能す
るための仕組みづくり』では、自治会の活
動や会議は居住者の意見交換も活発となり
「意見も吸収する面もあると思う」。また、
自治会の会議で「出された意見とか、声を、
施設の方に届ける」ための「施設と自治会
の定期的な協議」が行われており、自治会
の意思が反映される体制がとられている。

（4）【職員の相互管理・教育体制の中で育つ
専門職としてのプロ意識】は、『職員の相互
管理・教育体制の整備』『専門職としての誇
りが感じられる』の 2 つのコードから生成
された。『職員の相互管理・教育体制の整
備』では、「お互いにそれぞれ担当している
利用者についてどうなっている、みたいな
相互チェックをしているように思う」「割
とサブリーダーとか聞き出す、聞き出そう
としてくれたりする」ので、職員間の教育
は「割としっかりしていると思う」し、そ
の体制の中で仕事への意識は「徐々に育っ
ていくんじゃないかと思う」。『専門職とし
ての誇りが感じられる』では、「ものが言い
出しにくいとか、苦情を言い出しにくいっ
ていう雰囲気はここにはない」し、本人の

ためにできることについて「職員間で
しょっちゅう話し合われていると思いま
す。」その背景には、職員は「その辺の意識
がしっかりした人だけが残っていく」ので
「割と自分の仕事に対する意識の高い方が、
職歴が長い人が多いので、それなりにやっ
ぱり矜持みたいなものがあるんじゃないか
な」。と感じている。

まとめ
ここまで、居住者にとって各施設・事業所が
苦情や不満を表出しやすい環境となるための要
因について、居住者のインタビューデータを基
に分析を進めてきた。図１は、その結果から得
られた、《苦情や不満の表出しづらさが生まれ
る構造とその関連性》と《苦情や不満を表出し
やすい環境であるための要因》の関連性を図式
化したものである。以下、図について、説明を
行う。

《苦情や不満の表出しづらさが生まれる構造
とその関連性》については、施設における苦情
に対する取り組みや職員の対応には、居住者に
苦情や不満を表出しにくいと感じさせる環境が
存在し、居住者はその環境要因によって苦情や
不満の表出がしづらくなっているだけではな
く、苦情や不満の表出に対する葛藤やあきらめ
の思いを抱いていた。苦情解決の体制は整備が
されていたとしても、居住者に対して丁寧にか
つ定期的な説明や、取り組みによる結果の報告
が適切に行われなければ、【説明・報告不足によ
る体制の認識の低さ】が生まれ、居住者とって
は【苦情解決体制への不信感】を感じさせるこ
とにつながる。また、居住者の苦情や不満を一
番身近で感じ取り、受け止める存在であるはず
の職員の【苦情や不満の表出を阻害する職員の
姿勢】は、居住者の【苦情や不満の表出のため
らいにつながる葛藤】と【苦情や不満の表出の
ためらいにつながる不安】を生み、【苦情や不満
を表出する意欲の低下】を引き起こす。そして、
本当は言いたい苦情や不満があっても表出する
ことが困難あるいはできない居住者に対し、本
来ならば職員が果たすべき苦情や不満を受け止
めるという機能を補うために【補完的役割とし
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ての居住者同士の代弁機能】が生じざるを得な
い環境となっている。居住者組織である【自治
会機能の形骸化】は、居住者の意見を取りまと
めたり、職員への要望を行う機会の減少を生
み、居住者が【補完的役割としての居住者同士
の代弁機能】を発揮せざるを得ない状況を生み
出すことにつながっている。さらに、施設への
意見を伝える機会の減少から【規則ありきの生
活への慣れ】も生み出している。【職員教育体制
の弱体化】は、居住者の苦情や不満に対応する
職員の姿勢の教育指導ができないなど【苦情や
不満の表出を阻害する職員の姿勢】と相互に関
係している。また【職員教育体制の弱体化】は、
職員の提供するサービスの質の向上が望めず、
居住者同士がお互いの権利を守るために行動せ
ざるをえない【補完的役割としての居住者同士
の代弁機能】、【自治会機能の形骸化】によって
居住者からの苦情や不満・要望を聞く機会の減
少したことに伴い、体制を見直す機会が減少
し、体制強化につながらないなど、様々な関連
があるとした。
《苦情や不満を表出やすい環境であるための
要因》は、苦情や不満表出のしやすさにつなが

る居住者の立場に立った丁寧な対応と、苦情解
決体制理解に向けた施設全体での取り組みと職
員教育体制の整備や自治会機能の仕組みづくり
などの環境は、相互に作用することによって成
り立つ。居住者が苦情や不満を表出しやすい環
境であるためには、まず居住者に一番身近な職
員の【本人の意思や希望を汲んだ丁寧な対応】
や【居住者の立場に立った対応】を基本とした
関わりが必要となる。そして、その職員のかか
わりは、職員個々人の向上心に任せるのではな
く、【職員の相互管理・教育体制の中で育つ専門
職としてのプロ意識】が根差すための組織的な
取り組みによって形成される必要がある。ま
た、【苦情解決体制や機能の理解を促すための
取り組み】が適切に行われることは、居住者の
苦情や不満を表出する意欲向上につながるだけ
でなく、職員に対し、職員は居住者の苦情や不
満を適切に体制につなげる存在であるという意
識を持ってもらうことに繋がる。そのためには
居住者には苦情や不満を【遠慮なく思いを話せ
る人が必要】であり、職員は居住者にそのよう
な存在や環境が整っているのか、自らがそのよ
うな存在となり得ているのかも含めて常に意識
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し、関わることが求められる。そして、それら
の取り組みが居住者の視点に立って実施される
ためには、施設が【自治会を居住者組織として
認識・機能するための仕組みづくり】を支援し、
居住者の生の声を吸収・反映していくことが求
められる。

考察
分析成果に基づき、居住者の苦情や不満の表
出のしやすさに必要なことを挙げたい。
まず 1 点目は、居住者に対する苦情解決制度
や体制の十分な説明が必要性である。現在、施
設に入所する際には、契約に伴い、サービスに
関する重要事項を説明することが義務付けられ
ている。その中には、苦情解決に関する事項も
含まれていることが多い。しかし、説明がなさ
れていることと居住者が制度や取り組みを理解
し、活用できるかは別であり、それに対応した
取り組みが必要であると考える。特に居住者
は、入所時は環境の変化に伴う不安を抱えてい
る状態であろう。「インフォームドコンセント
は説明したからいいという問題ではなく、相手
に理解してもらって初めて意味を持つ」7）こと
から、入所時に説明したから理解できているは
ずという考えではなく、繰り返し丁寧に説明を
し、制度を理解してもらうことが苦情や不満の
表出につながるという意識を、施設・事業所が
持つことが重要である。また、今回の分析から、
申し出た・表出した苦情や不満に対する適切な
報告が無ければ、居住者にはその対応プロセス
が見えず、取り組みや体制に対する不信感が生
まれることも見えてきた。苦情や不満の申し出
や表出が、「サービス事業者側に対し苦情を示
した場合に、苦情として受け止め、改善しても
らえるだろうという期待を持っての行為」8）、
「心の中で葛藤し、躊躇する中で事業者に対し
て不満を表出したものの、（中略）事業者側のネ
ガティブな反応があり、不満という感情は怒り
や憎悪という感情に代わり、信頼関係は崩壊す
る」9）というプロセスからも分かるように、申
し出た苦情や不満がどのように対応されたのか
が分からなければ、居住者は制度や体制、施設
に対し信頼を持たなくなり、苦情や不満の申し
出・表出をしなくなる。そしてそれは、居住者

に苦情解決体制がパフォーマンスの一つとしか
映らず、体制の形骸化を招いてしまう。これを
防ぎ、苦情解決体制や取り組みが居住者に有効
に活用され、苦情や不満の表出を促すために
は、十分な説明と同意（理解）と報告を繰り返
し行うことが重要であろう。
2 点目は、職員の教育体制の強化の必要性で

ある。職員は、居住者の生活に寄り添い、支援
を行う存在であるため、必然的に居住者からの
苦情や不満の声が多く挙がる存在であると言え
る。これは、前述の調査報告1）の全相談件数
4 ,301件のうち 1 ,825件（42.4％）と最も多
かったのが「職員の接遇」であったことからも、
読み取ることができる。しかしこれは、言い換
えれば居住者にとっては最も身近な存在である
職員こそ一番の苦情や不満表出の窓口というこ
とであり、その窓口が効果的に機能していな
かったということではないだろうか。「利用者
の苦情は職員への非難ではなく、利用者の
「ニード」の表明である」7）という立場に立て
ば、居住者が苦情や不満を表出しやすい雰囲気
を作る鍵を握っているのは職員であると言え
る。しかし、今回の調査では、【苦情や不満の表
出を阻害する職員の姿勢】が不満や苦情の表出
のしにくさを生み出していることが浮上してい
た。このことについては、2004年に畠山が行っ
た調査10）においても「苦情解決体制よりも職員
の人権尊重の意識や対応が変われば、苦情につ
ながることが少なくなると考えている居住者が
いる」と述べており、不満を苦情として申し立
てるまでに至るかどうかや、苦情の申し出や表
出のしやすいさには、職員の居住者の権利に対
する意識や居住者への対応が大きな影響を与え
ていることは早くから指摘されていた。しか
し、今回の調査から、職員の中に個人を尊重し
た対応や権利擁護の意識の向上が十分浸透して
いない場面もまだまだ多いと言わざるを得ず、
それが居住者の【苦情や不満を表出する意識の
低下】に繋がっていることが明らかになった。
さらには、本来職員が担うべき苦情や不満を受
け止めるという役割が十分に果たせず、【補完
的役割としての居住者同士の代弁機能】に頼ら
ざるを得ない状況が生まれていた。これを改善
するために望まれるのが、職員の相互管理・教
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育体制の強化であると考える。「職場内におけ
るスーパービジョン体制の主な機能は、ソー
シャルワークの業務行動やサービスの質と量を
向上させることであるが、組織全体の質を向上
させる結果をもたらす」11）とあるように、適切
な教育体制は、組織全体の質の向上につなが
る。しかし、【職員の教育体制の弱体化】によ
り、職員間の教育体制や相互でサービスの質を
チェックできる体制は不十分な状態であると言
える。職員一人ひとりが居住者にとって一番身
近な苦情や不満表出の窓口であるという意識を
持ち、自身や組織が苦情や不満を表出しやすい
環境となり得ているのか、苦情を受けとめる姿
勢やその対応ができているのかという自己検証
ができる職員教育体制が求められていると指摘
できよう。
最後に自治会機能への側面的支援の必要性で
ある。自治会は施設居住者によって組織されて
いる当事者組織である。自治会は「自分たちの
生活の場で自分たちの意思を徹底するために自
治会を作るのは、必然といえば必然である。」12）

という内容からも、居住者自身の意思や権利を
主張していく組織であると読み取れ、「自治会
の要望、運動によって居住者の生活の向上が図
られ権利が守られてきたことは、疑いようのな
い事実である。」10）とされている。しかし、今回
の調査から居住者の高齢化や障害の重度化によ
り、自治会機能の維持が困難になり、本来居住
者が意見を出し合い、共有し、施設へ声を挙げ
るという流れが滞る【自治会機能の形骸化】が
起こっていることが明らかになった。もちろ
ん、苦情解決体制が整備されたことにより、苦
情や不満がある場合は、体制を利用して声を挙
げているという居住者もいるかもしれないが、
声を挙げづらい居住者はますます思いを言いづ
らい環境にあるのではないだろうか。その表れ
が【補完的役割としての居住者同士の代弁機
能】であると考える。当事者組織である自治会
の声を上げる力が弱まったことで、居住者同士
が個々人でのつながりに頼って苦情や不満の表

出をせざるを得ない状況となっていることが推
測される。居住者個々人のつながりも非常に重
要な互助作用ではあるが、自治会からの発信と
比較すると職員への伝播力も弱く、限定的とな
ろう。そして、苦情や不満の職員への伝播力の
減少は、職員や職員組織の自己検証の機会の減
少にもつながり、【職員の教育体制の弱体化】に
も影響を与えていることが推測される。このよ
うに【自治会機能の形骸化】は居住者にとって
も職員にとっても、苦情や不満の表出を妨げる
環境を作り出すことに繋がるのではないだろう
か。居住者が苦情や不満を表出してもよいのだ
という認識を持ち、声を上げやすくするために
は、施設は「自治会活動の支援も忘れてはなら
ない」10）ことが今回の調査から見えてきた。前
述の通り、現在は自治会機能の維持が難しい施
設も存在しているが、自治会活動において組織
的に居住者自身が意思や権利、苦情や不満を発
信していく過程や、苦情や不満を表出する経験
が、居住者の権利意識の向上や職員のサービス
の質の向上に影響を与えることが期待されるこ
とから、いかに自治会機能を側面からサポート
していくかが今後の施設の課題と言えよう。

おわりに
本研究では、社会福祉事業者に対する苦情解
決体制が取り入れられ、おおよそ20年が経過
した中での居住者に対するインタビューを実施
した。制度としては施設内に定着していると思
えるものの、課題はまだ多く隠れていることが
明らかになった。今後も引き続き、居住者の視
点から見えている課題について、明らかにして
いく必要があろう。一方、施設や職員が苦情解
決体制や居住者が苦情や不満を表出しやすい環
境についてどのように受け止めているのか、ど
のように行動しているのかを明らかにすること
も課題であることが確認された。こちらについ
ても、今後の課題として取り組んでいく必要が
ある。
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